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１  はじめに 

本業務は、根子沢第二砂防堰堤用地（国有林）の所管換に伴う用地測量及び国有林野所管換申請書

類作成を行うものである。 

 現地作業としては、用地境界杭設置（埋設）・基準点測量（4 級、補助）・境界測量を実施した。 

 工期は、平成 26 年 8 月 28 日から平成 27 年 2 月 9 日までの約 5 ヶ月である。現場はそれほど急峻な

地形ではないが、作業延長約 1.0 ㎞で堤体付近に一部急斜地があり安全管理には十分な配慮が必要で

あった。また、降雪期には道路が閉鎖になる箇所であり、現場に立ち入りができなくなるため、工期

内に業務を完了させるためには、綿密な「工程管理」が求められる業務であった。 

 以下この現場における安全対策及び弊社での取組みについて報告します。 

 

２  現場の特徴 

根子沢川は、朝日連峰の熊鷹山、明手山を

源とし、南側より北側へ流れる流路延長約

4.5 ㎞の縦谷である。地質は花崗岩類を基岩

とし、寒河江川に平行に走る大断層に隔てら

れた左岸部には、礫岩・砂岩・凝灰岩が分布

している。しかしながら、この周辺での花崗

岩の深層風化が進行しているため、近年おこ

っている豪雨災害による被害が懸念される場

所でもある。現場は、西川町大井沢の根子集

落から南へ約 1 ㎞程進んだ所にあり、現在の

堆砂敷にはヤナギ（ドロノキ）等の立木が生

茂っているが、過去には民地部もあり田地として利用していた箇所もある。東側には町道大頭森線が

平行に走り車両の通行が前後において可能であるが、西側の山際については約１５分程度歩かなけれ

ばならない。 

 秋から冬にかけての現場作業でもあり蜂や熊による被害及び熱中症の疾病も懸念された。 

 以上のことを踏まえ次の「安全対策」を実施した。 
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【調査箇所】 



３  安全対策について 

①  作業道路の安全確保 

   現場踏査で所管換予定区域及び作業道路にはつ

るや枝等支障木があったので除伐を行った。また、

弊社では労働安全衛生特別教育として林業・木材製

造業労働災害防止協会による「刈払機取扱作業者教

育」を受けて災害防止に努めている。 

（写真‐１） 

 

②   転落・滑落防止 

 測量作業の場合は、測量機器や資材を持って移動することが多く、また、構造物の位置を測

定するため、どうしても危険と思われる場所に行くことになります。このため安全ロープを使

用し、滑落防止に努めた。 （写真‐２）                                                              

せっかく安全ロープを張っても両手がふさがっていては何にもなりません。 

ザック等を使用して両手を空けるようにし、上下同時作業を禁止して落石・転石による事故防止

に努めた。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

③   緊急時の連絡体制 

         現場では、携帯電話が一部不通の箇所も 

あるため、イリジウム（衛星）携帯電話を常 

備し、緊急時の連絡体制を確保した。 

  （写真‐３） 

 

 

④   熊や蜂による被害及び熱中症対策 

    私も用地業務に長年携わってきましたが、これまで一度だけ熊と遭遇しています。その体験を糧

にし、熊と遭遇した場合に備え熊除け鈴と呼子及び熊撃退スプレーを携帯した。 （写真‐４） 

写真‐１ 特別教育修了証 

写真‐２ 安全ロープ使用状況 

写真‐３ イリジウム（衛星）携帯電話 

安全ロープ設置状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  当初現場踏査時においてスズメ蜂を見かけたため、対策として蜂トラップを制作し現場前後二箇

所に設置し働き蜂を捕獲し、個体数を減らす処置を取った。  （写真‐５） 

 

 

蜂は黒っぽいものに対しては激しく攻撃することから黒っぽい服装を極力着用しないと共にヘル

メットを必ず着用し頭を露出させないよう徹底した。 

万が一、刺されてアレルギー症状（アナフィラキシー発症）が出た場合の対策としてエピペン及

び救急薬品を携帯した。特に、産業医により処方・講習を受けたエピペン（エピネフリン自己注射）

は、この時期に活発である蜂によるアレルギーの症状を緩和する薬として携帯している。  

 （写真‐６） 

                                             

 

 

 

 

 

   

熱中症は、ちょっとした注意で防ぐことができるといわれています。熱中症にならないために

次の点に注意し作業を行った。 

⑤  作業中は、定期的に十分な休憩を取ることと、スポーツドリンクで適度な塩分補給を行った。 

また、クーラーボックスを持参し冷却用の保冷剤を準備した。 

写真‐６  エピペンと蜂ｽﾌﾟﾚｰ 

写真‐４ 熊撃退ｽﾌﾟﾚｰと携行品 

写真‐５ 蜂トラップの設置状況 



 

⑥  作業前ミーテングにより、弊社では作業前 

ＫＹ活動を実施し、「作業内容の確認、作業員 

の体調の確認、危険個所の把握と対策」を行い 

作業員の行動目標と作業の安全確保に努めた。 

           （写真‐７） 

 

⑦  交通安全対策 

   現場までの自動車の運転では、道路 

交通法を遵守し交通安全に努めた。 

また、車を駐車する際にはエンジン停 

止、サイドブレーキ、施錠、輪止めを 

行い「測量作業中」の掲示を徹底した。 

   （写真‐８） 

 

４ 会社としての安全対策について 

 弊社では、安全衛生管理組織があり「現場安全 

パトロール」などを実施している。事故が起きた

場合や遭遇した場合の対応として「消防署員によ

る救急救命講習会」を実施し万が一に備えている。   

（写真‐９） 

 講習会において、心肺蘇生法、AED（電気ショッ

クによる心臓蘇生機器）、止血法、骨折手当、搬送

法）などを学び、普通救命講習の認定を受けてい

る。 

  特に AED は、平成１６年より医療従事者でな 

い一般市民でも使えるようになり操作が完全に自 

動化され、操作方法を 指示してくれるものであり、 

   現場作業を行ううえで心得ておかなければならないことである。 

 

５．まとめ 

事故は、本人はもとより家族、会社に多大な迷惑をかけてしまいます。事故を起こさないことが

一番ですが、それを実現するには作業環境を事前に把握し十分な準備と整備をした上で、現場作業

に着手することが望ましいと考えます。作業に従事する者一人一人が安全意識を持ち自分の身は自

分で守る。また、仲間の動向にも「目配り、気配り、思いやり」を持つことが基本となります。こ

れからも、事故防止のため【安全第一】を徹底して行きます。 

写真‐８  輪止め 

写真‐９  救急救命講習会 

写真‐７  ＫＹ活動記録表 




